
Ⅰ．はじめに
居住者（非永住者を除く）は、その
年の12月31日において、その価額の合
計額が5千万円を超える国外財産を有
する場合には、その国外財産の種類、
数量及び価額その他必要な事項を記載
した国外財産調書を、その年の翌年3
月15日までに、所轄税務署長に提出し
なければならないとされています。
国外財産調書制度は、国外財産に係
る適正な課税・徴収の確保を図る観点
から、納税者本人より国外財産の保有
について申告を求める仕組みとして平
成24年度税制改正において創設され、
平成26年1月から施行されています。
この制度では、過少申告加算税等の
軽減加重措置が設けられています。
今回は、課税庁より過少申告加算税
の加重措置の適用を受けたもののう
ち、自主的に修正申告書を提出した場
合と調書の記載の程度が争われた2つ
の裁決をご紹介いたします。
Ⅱ．自主的に修正申告書を
提出した後に国外財産
調書を提出した事例

平29．9．1公表裁決
（棄却）Ｊ108－1－02

＜事案の概要＞
本件は、審査請求人が、平成26年分
の所得税等について、国外財産に関し
て生ずる所得の申告漏れ等があったと
して自主的に修正申告書を提出した後
に国外財産調書を提出したところ、原
処分庁から、内国税の適正な課税の確
保を図るための国外送金等に係る調書
の提出等に関する法律（以下「国送法」
という）6条《国外財産に係る過少申
告加算税又は無申告加算税の特例》の
過少申告加算税の加重措置の適用を受
けた事案です。請求人は、この規定は
自主的に修正申告書を提出した場合に
は適用されないなどとして、同処分の
全部の取消しを求めていました。
＜審判所の判断＞
1、軽減加重措置の趣旨等について
軽減加重措置は、適正な国外財産調
書の提出に向けたインセンティブとし

て設けられた措置であり、飽くまで国
外財産調書の提出を基軸とし、これを
適正に提出した場合には加算税を軽減
する一方、適正に提出しなかった場合
には加算税を加重するものである。
上記軽減加重措置の例外として、国

送法6条4項（現行6項）は、提出期
限後に国外財産調書が提出された場合
であっても、その提出が、国外財産に
係る所得税又は国外財産に対する相続
税につき調査があったことにより更正
等があるべきことを予知してされたも
のでないときは、その国外財産調書は
提出期限内に提出されたものとみなし
て、軽減加重措置を適用する旨定めた
ものであり、その趣旨は、提出期限内
に国外財産調書の提出がなく、提出期
限を経過した場合であっても、自主的
な国外財産調書の提出にインセンティ
ブを与えることによりその提出を奨励
するものと解される。
2、本件への当てはめ
国送法6条4項は、「提出すべき国

外財産調書が提出期限後に提出され、
かつ、修正申告等があった場合」と規
定する。すなわち、同項は、修正申告
書の提出があった場合において、国外
財産調書が提出されていることを要件
として規定しているものと解するのが
相当である。
以上のことからすると、国送法6条

4項は、国外財産調書が提出期限後に
提出されたことを前提とし、それ以後
に修正申告書の提出があった場合（修
正申告書の提出があった場合におい
て、国外財産調書が提出されているこ
とを要件とするもの）の取扱いを定め
たものと解するのが相当であり、自主
修正申告書の提出後に提出された国外
財産調書には、同項の規定の適用はな
いと解される。
本件国外財産調書は、修正申告書の

提出後に提出されたものであるから、
国送法6条4項の規定の適用はなく、
本件国外財産調書は提出期限内に提出
されたものとはみなされない。
本件修正申告書の提出については加

重措置の適用がある。

Ⅲ．調書への記載が不十分
であると判断された事
例

平30．6．22非公開裁決
（棄却）Ｆ0－1－1068

＜事案の概要＞
本件は、原処分庁が、米国の国籍を
有する日本の居住者である審査請求人
の米国の投資機関との契約に基づいて
生じた資産運用に係る所得について、
これら所得区分は、利子所得、配当所
得、雑所得及び株式等に係る譲渡所得
の各所得に該当するなどとして、平成
24年分、同27年分の所得税等の各更正
処分及び過少申告加算税等の各賦課決
定処分をしたのに対し、請求人が、平
成27年分の過少申告加算税の賦課決定
処分には、国外財産に係る過少申告加
算税の特例による加重措置は適用され
ないなどとして、原処分の一部の取消
しを求めた事案です。
請求人は、提出期限までに国外財産
調書を提出していました。有価証券は
株式、地方債投資信託と種類別に区分
して記載していましたが、銘柄の別に
よる区分がされていませんでした。
＜審判所の判断＞
1、法令解釈について
国送法において、国外財産調書に「国
外財産の種類、数量、価額及び所在そ
の他必要な事項」を記載することが規
定され、特に有価証券については、株
式、公社債、投資信託等の別のほか銘
柄も記載することが規定されているこ
と及び国外財産調書制度の加算税の加
重措置は、修正申告等の基因となる国
外財産についての記載がないときだけ
でなく、重要なものの記載内容が不十
分な場合にも適用されることからすれ
ば、加重措置の適用は、提出された国
外財産調書の内容から申告漏れ等の基
因となる国外財産の特定が困難である
場合になされるものと解すことが相当
である。
2、本件への当てはめ
平成27年分賦課決定処分における加
重措置の適用の判断の基となる国外財
産調書は、平成27年分の所得税等の更

正処分の基因となる国外財産のうち、
平成27年譲渡財産については、平成27
年に提出すべき国外財産調書、すなわ
ち、平成26年分調書であり、その他の
国外財産については平成27年分調書と
なる。
請求人は本件投資口座の各資産に係
る権利者であると認められることか
ら、国外財産調書には、当該資産ごと
に「国外財産の種類、数量、価額及び
所在その他必要な事項」の記載を要す
ることとなる。
平成27年分調書には、国外財産の区
分は「その他の財産」、その種類は「出
資分」と、いずれも一括して表示され、
有価証券についてもその銘柄の記載が
ないことから、当該記載内容からは、
申告漏れ等の基因となった国外財産を
特定することが困難であると認められ
る。
平成26年分調書には、有価証券とし
て「◯◯」、「××」との記載があるも
のの、平成27年譲渡財産に係る個々の
銘柄の記載はなく、当該記載内容から
は、申告漏れ等の基因となった平成27
年譲渡財産を特定することが困難であ
ると認められる。
そうすると、平成27年分の所得税等
の更正処分の基因となる各国外財産の
平成27年分調書及び平成26年分調書の
記載内容は、いずれも「国外財産調書
に記載すべき事項のうち重要なものの
記載が不十分であると認められると
き」に該当すると認められることか
ら、平成27年分賦課決定処分には、更
正処分の基因となる国外財産に係る所
得税等に関して加重措置が適用される
こととなる。

Ⅳ．おわりに
TAINSでの「検索ワード」は「国
外財産調書」です。
特に記載の程度が争われたⅢの非公
開裁決は実務に役立つものですので、
是非ご活用ください。

TAINSの入会に関するお問い合
わせは、データベース事務局へ
TEL 03（5496）1195

草間 典子［足立］

国外財産調書制度における過少
申告加算税の加重措置について
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